
【資料１－３】 

 

医療法第三十条の二十三（改正後） 

 

第三十条の二十三 都道府県は、次に掲げる者の管理者その他の関係者との協議の場（次

項において「地域医療対策協議会」という。）を設け、これらの者の協力を得て、同項各

号に掲げる医療計画において定める医師の確保に関する事項の実施に必要な事項につい

て協議を行い、当該協議が調った事項について、公表しなければならない。 

 一 特定機能病院 

二 地域医療支援病院 

 三 第三十一条に規定する公的医療機関（第五号において「公的医療機関」という。） 

四 医師法第１６条の２第１項に規定する都道府県知事【H32.3.31までは厚生労働大臣】

の指定する病院 

 五 公的医療機関以外の病院（公的医療機関に準ずるものとして厚生労働省令で定める

ものを除く。） 

 六 診療に関する学識経験者の団体 

 七 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規定する大学（以下単に「大

学」という。）その他の医療従事者の養成に関係する機関 

 八 当該都道府県知事の認定を受けた第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人 

 九 その他厚生労働省令で定める者 

 

２ 前項の規定により地域医療対策協議会において協議を行う事項は、次に掲げる事項と

する。 

 一 医師の確保を特に図るべき区域における医師の確保に資するとともに、医師の確保

を特に図るべき区域に派遣される医師の能力の開発及び向上を図ることを目的とする

ものとして厚生労働省令で定める計画に関する事項 

 二 医師の派遣に関する事項 

 三 第一号に規定する計画に基づき医師の確保を特に図るべき区域に派遣された医師の

能力の開発及び向上に関する継続的な援助に関する事項 

 四 医師の確保を特に図るべき区域に派遣された医師の負担の軽減のための措置に関す

る事項 

 五 医師の確保を特に図るべき区域における医師の確保のために大学と都道府県とが連

携して行う文部科学省令・厚生労働省令で定める取組に関する事項 

 六 医師法の規定によりその権限に属せられた事項 

 七 その他医療計画において定める医師の確保に関する事項 

 

３ 都道府県知事は、前項第二号に掲げる事項についての協議を行うに当たっては、医師

の派遣が医師の確保を特に図るべき区域における医師の確保に資するものとなるよう、

第三十条の四第二項第十一号ロに規定する指標によって示される医師の数に関する情報

を踏まえることその他の厚生労働省令で定める事項に配慮しなければならない。 

 

４ 第一項各号に掲げる者の管理者その他の関係者は、同項の規定に基づき都道府県が行

う協議に参加するよう都道府県から求めがあった場合には、これに協力するよう努めな

ければならない。 



※第三十条の四第二項第十一号ロ 
第三十条の四 
２ 医療計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 
 十一 医師の確保に掲げる事項 
  ロ 厚生労働省令で定める方法により算定された第十四号に規定する区域における医

師の数に関する指標を踏まえて定める同号に規定する区域において確保すべき医師
の数の目標 

十四 主として病院の病床（次号に規定する病床並びに精神病床、感染症病床及び結核
病床を除く。）及び診療所の病床の整備を図るべき地域的単位として区分する区域
の設定に関する事項 

十五 二以上の前号に規定する区域を併せた区域であつて、主として厚生労働省令で定
める特殊な医療を提供する病院の療養病床又は一般病床であつて当該医療に係るも
のの整備を図るべき地域的単位としての区域の設定に関する事項 

 
 
※第四十二条の二第一項 
第四十二条の二 医療法人のうち、次に掲げる要件に該当するものとして、政令で定める
ところにより都道府県知事の認定を受けたもの（以下「社会医療法人」という。）は、そ
の開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院（指定管理者として管理す
る病院等を含む。）の業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めるところにより、
その収益を当該社会医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療
院の経営に充てることを目的として、厚生労働大臣が定める業務（以下「収益業務」と
いう。）を行うことができる。 
一 役員のうちには、各役員について、その役員、その配偶者及び三親等以内の親族そ
の他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が役員の総数の三分の一を
超えて含まれることがないこと。 

二 社団たる医療法人の社員のうちには、各社員について、その社員、その配偶者及び
三親等以内の親族その他各社員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が社員
の総数の三分の一を超えて含まれることがないこと。 

三 財団たる医療法人の評議員のうちには、各評議員について、その評議員、その配偶
者及び三親等以内の親族その他各評議員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者
が評議員の総数の三分の一を超えて含まれることがないこと。 

四 救急医療等確保事業（当該医療法人が開設する病院又は診療所の所在地の都道府県
が作成する医療計画に記載されたものに限る。次条において同じ。）に係る業務を当該
病院又は診療所の所在地の都道府県（次のイ又はロに掲げる医療法人にあつては、そ
れぞれイ又はロに定める都道府県）において行つていること。 
イ 二以上の都道府県において病院又は診療所を開設する医療法人（ロに掲げる者
を除く。） 当該病院又は診療所の所在地の全ての都道府県 

ロ 一の都道府県において病院を開設し、かつ、当該病院の所在地の都道府県の医
療計画において定める第三十条の四第二項第十二号に規定する区域に隣接した当
該都道府県以外の都道府県の医療計画において定める同号に規定する区域におい
て診療所を開設する医療法人であつて、当該病院及び当該診療所における医療の
提供が一体的に行われているものとして厚生労働省令で定める基準に適合するも
の当該病院の所在地の都道府県 

五 前号の業務について、次に掲げる事項に関し厚生労働大臣が定める基準に適合して
いること。 
イ 当該業務を行う病院又は診療所の構造設備 
ロ 当該業務を行うための体制 
ハ 当該業務の実績 

六 前各号に掲げるもののほか、公的な運営に関する厚生労働省令で定める要件に適合
するものであること。 

七 定款又は寄附行為において解散時の残余財産を国、地方公共団体又は他の社会医療
法人に帰属させる旨を定めていること。 


